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第４段階（負担段階区分の詳細については裏面参照）

介護度 1割負担額 サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

看護体制　　　
加算

夜間職員　
配置加算　　
Ⅲ(ロ）

個別機能　　　
訓練加算(Ⅰ）

個別機能　　　
訓練加算

(Ⅱ）

所定単位数
計 食費 居住費 計 ３０日負担額(処遇改

善加算含む）
要介護１ 589 22 8 16 12 20 667 1,500 915 3,082 94,600 
要介護２ 659 22 8 16 12 20 737 1,500 915 3,152 96,994 
要介護３ 732 22 8 16 12 20 810 1,500 915 3,225 99,491 
要介護４ 802 22 8 16 12 20 880 1,500 915 3,295 101,885 
要介護５ 871 22 8 16 12 20 949 1,500 915 3,364 104,245 

※ 1か月の所定単位数に介護職員等処遇改善加算14.0％が加算されます。
※30日負担額には個別機能訓練（Ⅱ）20単位が含まれています（1ヶ月単位の加算のため）

第３段階②（負担段階区分の詳細については裏面参照）

介護度 1割負担額 サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

看護体制　　　
加算

夜間職員　
配置加算　　
Ⅲ(ロ）

個別機能　　　
訓練加算(Ⅰ）

個別機能　　　
訓練加算

(Ⅱ）

所定単位数
計 食費 居住費 計 ３０日負担額(処遇改

善加算含む）
要介護１ 589 22 8 16 12 20 667 1,360 430 2,457 75,850 
要介護２ 659 22 8 16 12 20 737 1,360 430 2,527 78,244 
要介護３ 732 22 8 16 12 20 810 1,360 430 2,600 80,741 
要介護４ 802 22 8 16 12 20 880 1,360 430 2,670 83,135 
要介護５ 871 22 8 16 12 20 949 1,360 430 2,739 85,495 

※ 1か月の所定単位数に介護職員等処遇改善加算14.0％が加算されます。
※30日負担額には個別機能訓練（Ⅱ）20単位が含まれています（1ヶ月単位の加算のため）

第３段階➀（負担段階区分の詳細については裏面参照）

介護度 1割負担額 サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

看護体制　　　
加算

夜間職員　
配置加算　　
Ⅲ(ロ）

個別機能　　　
訓練加算(Ⅰ）

個別機能　　　
訓練加算

(Ⅱ）

所定単位数
計 食費 居住費 計 ３０日負担額(処遇改

善加算含む）
要介護１ 589 22 8 16 12 20 667 650 430 1,747 54,550 
要介護２ 659 22 8 16 12 20 737 650 430 1,817 56,944 
要介護３ 732 22 8 16 12 20 810 650 430 1,890 59,441 
要介護４ 802 22 8 16 12 20 880 650 430 1,960 61,835 
要介護５ 871 22 8 16 12 20 949 650 430 2,029 64,195 

※ 1か月の所定単位数に介護職員等処遇改善加算14.0％が加算されます。
※30日負担額には個別機能訓練（Ⅱ）20単位が含まれています（1ヶ月単位の加算のため）

第２段階（負担段階区分の詳細については裏面参照）

介護度 1割負担額 サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

看護体制　　　
加算

夜間職員　
配置加算　　
Ⅲ(ロ）

個別機能　　　
訓練加算(Ⅰ）

個別機能　　　
訓練加算

(Ⅱ）

所定単位数
計 食費 居住費 計 ３０日負担額(処遇改

善加算含む）
要介護１ 589 22 8 16 12 20 667 390 430 1,487 46,750 
要介護２ 659 22 8 16 12 20 737 390 430 1,557 49,144 
要介護３ 732 22 8 16 12 20 810 390 430 1,630 51,641 
要介護４ 802 22 8 16 12 20 880 390 430 1,700 54,035 
要介護５ 871 22 8 16 12 20 949 390 430 1,769 56,395 

※ 1か月の所定単位数に介護職員等処遇改善加算14.0％が加算されます。
※30日負担額には個別機能訓練（Ⅱ）20単位が含まれています（1ヶ月単位の加算のため）

第１段階（負担段階区分の詳細については裏面参照）

介護度 1割負担額 サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

看護体制　　　
加算

夜間職員　
配置加算　　
Ⅲ(ロ）

個別機能　　　
訓練加算(Ⅰ）

個別機能　　　
訓練加算

(Ⅱ）

所定単位数
計 食費 居住費 計 ３０日負担額(処遇改

善加算含む）
要介護１ 589 22 8 16 12 20 667 300 0 967 31,150 
要介護２ 659 22 8 16 12 20 737 300 0 1,037 33,544 
要介護３ 732 22 8 16 12 20 810 300 0 1,110 36,041 
要介護４ 802 22 8 16 12 20 880 300 0 1,180 38,435 
要介護５ 871 22 8 16 12 20 949 300 0 1,249 40,795 

※ 1か月の所定単位数に介護職員等処遇改善加算14.0％が加算されます。
※30日負担額には個別機能訓練（Ⅱ）20単位が含まれています（1ヶ月単位の加算のため）
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介護保険負担減額認定証について

　介護保険施設サービス又はショートステイを利用する場合、所得や資産の状況に応じて、食事・部屋代が
負担減額される制度があります。この制度の適用を受けるためには、市・町へ申請が必要です。
　以下の内容を確認いただき、対象となる場合、申請してください。
　申請し、認定を受けると「介護保険負担減額認定証」が交付されます。

1．対象となる方「現在、介護保険施設に入居している方、又はｼｮｰﾄｽﾃｲを利用している方で以下の
   要件➀②とも満たしている方」

要件➀　所得 第1段階：前年度の住民税が非課税世帯。配偶者（事実婚含む。）が別世帯の場合は、
 別世帯の 配偶者の前年度の住民税も非課税の方。

要件②　資産 第2段階：預貯金学等が単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下である方。
第3段階①：預貯金学等が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下である方。
第3段階②：預貯金学等が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下である方。

※食費・部屋代が負担軽減されるのは介護保険施設又は短期入所生活介護事業所のｼｮｰﾄｽﾃｲのみ
  です。小規模多機能型居宅介護事業所のｼｮｰﾄや、有料老人ﾎｰﾑ、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはこの制度の対象外です。

２．軽減の対象者
利用者負担段階区分 対象者

第4段階

・住民税課税世帯の方
・別世帯の配偶者が課税対象の方
・資産が基準を超える方
本人単身で500万円を超える、配偶者（事実婚含む）と合わせて1,500万円を超える方

第3段階② ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金
収入額の合計が120万円を超える方

第3段階① ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金
収入額の合計が80万円超120万円以下の方

第2段階 ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額と非課税年金
収入額の合計が80万円以下の方

第1段階 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
・生活保護を受給されている方

※非課税年金とは、遺族年金及び障害年金のことです。恩給は含みません。
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